
Smithの｢国際語としての英語｣の思想について

On Smith's ldea of 'English as an International Language'

I はじめに

英語がその母語 ･非母語話者を問わず､世界の

多数の人々によって広範な地域で使用され､その

用途も拡大の一途をたどっているのは動かし難い

事実である｡この原因は､歴史的には､19世紀の

イギリス帝国主義と20世紀のアメリカ合衆国の政

治 ･経済的影響力に求められるが､その所産とし

ての英語の今日的状況は､世界の共通語あるいは

linguarrancaの性格をおびるに至っている｡し

かしその反面､英語の数的､地理的拡大と使用量

の増大は他のどの言語にも見られない数多くの変

種を生み出すことにもなった｡

従って英語のもつ､この ｢標準化｣と ｢多極イb

という相反する2側面から様々な問題が生じるの

も当然なことである｡この点に閑し､Strevens

(1980:61)は次の5つの懸念をあげている｡

(1) 英語変種の受容基準をどうするのか｡

(2) 英語による国際的相互理解は維持できるのか｡

(3) 多様な非母語変種にどのような価値判断を下

すのか｡

(4) 記述と類型化という専門上の問題をどうする

のか｡

(5) 英語変種のいくつかは教育的モデルとして適

切か｡

これらはいずれも英語教育の目的と方法に関わ

る重要な問題を含んでいると思われ､早急に解決

を迫られる懸念である｡

ところでSmith(1983)は｢国際補助語としての英

語｣(EnglishasanInternationalAuxiliaryLan一

guage)の考えを提唱して､世界における英語を新

たに見直し､その体系のなかで ｢国際語としての

英語｣(EnglishasanInternationalLanguage)の

概念を明確に打出している｡1この ｢国際語として
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の英語｣は､エスペラント語といった作られた1

つの人工言語を志向するものでもなければ､Ba-

sicEnglishや NuclearEnglishといった自然語を

縮少した言語の必要性を唱えるものでもない｡こ

れは世界における英語使用の今日的状況のなかで､

国際的な目的で使用されている英語の存在に意義

を認めることから案出されたものであり､上記の

懸念を解決していく上で有効な手だてになるので

はないかと思われる概念である｡

そこで本稿では､まず､ ｢国際補助語としての

英語｣と ｢国際語としての英語｣の概念を明瞭に

する必要から､世界における英語の現状を､従来

よくとられてきた視点で概観してみる｡次に､｢国

際補助語としての英語｣の概念について詳述した

上で､ ｢国際語としての英語｣の概念を整理して

みる｡さらに､ ｢国際語としての英語｣の概念の

妥当性と問題点を国際語の条件に照らして論じ､

最後に､Strevensの懸念に1つの解決を試みるこ

とにする｡

Ⅱ 世界における英語の現状2

1. 英語の使用状況

母語としての英語は､3億以上の人によって話

されており､その話者の大部分は北米､イギリス

諸島､オーストラリ7､ニュー.)I-ランド､カリ

ブ諸国､南アフリカの住民である｡この母語とし

ての英語にも､他のどの言語とも同様､地域的､

社会階層的な変種は数多く存在する｡ところで､

これらの地域の国のなかには､英語を唯一の使用

言語としていない国もある｡例えば､カナダのケ

ベックではフラソス語が話されているし､南アフ

リカの大多数の住民はアフリカ-ソスや/ミソツー

語を話している｡さらにアイルランド人やウェ-
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ルズ人の多くはケル ト語話者である｡しかし､こ

れらの英語の非母語話者も､それぞれの国内では､

政治､商業､社会､教育といった活動の目的で､

英語を第2言語として使用している(Quirketa1.,

1985:4)0
他方､英語の母語圏も含めた世界の英語の非母

語話者も3億と言われており (Cr.Strevens.1980

:62)､英語を第 2言語として使用している場合と

外国語として使用している場合とがある｡

第 2言語としての英語が存在するのは､植民地

支配といった歴史的要因と深い関わりがあり､第

2次世界大戦後独立したそれぞれの国や地域の置

かれている政治､民族､言語の状況に応じて､英

語の多様な使用状況と多 くの確立した変種が存在

する｡Kachru(1985:ll-15)は世界の英語を､分

布のタイプ･獲得のパターン･機能の範囲を表わ

す円に愉えて眺め､それを3つの同心円に区分し

て､それぞれinnercircle.outercircle,expand-

ingcircle と呼んでいるが､ これらはそれぞれ

母語､第 2言語､外国語にほぼ相当するとみてよ

い｡彼によれは､outercircleである第 2言語と

しての英語は多様性と独特な特徴をもつ大きな言

語共同体を形成しているが､その主な特徴は､英

語が 2言語国家や多言語国家において諸言語の 1

つにすぎない場合と､多言語国家において言語政

策上重要な地位を占めている場合とがある｡例え

は､ナイジェリアでは公用語であり､ザソビアで

は国語の 1つであり､シンガポールでは政治､司

法､教育上の主要言語となっている｡またインド

では憲法で準公用語に扱われている｡

この円の英語を機能的にみた場合､ 3つの特徴

がある｡まず､この英語が伝統的に英語を母語と

しない文化圏で機能している点である｡地域的に

みて､英語の異文化にまたがる広がりは､かつて

の植民地言語 (例､フランス語､ポル トガル語､

スペイン語 )や､宗教言語 (例､アラビア語､サ

ソスクリット語､パーリ語 )や､貿易 ･商業言語

(ビジソ､バザール言語 )といった､広域 コミュ

ニケーションに関わる諸言語のなかでも先例をみ

ないものとなっている｡次に､英語使用領域のス

ペクトルが広い点である｡様々な程度の英語使用

能力をもつ社会成員によって､国内語として､ま

た国際語として使用されている｡そして第 3に､
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地域によっては､小説､短編､詩､随筆といった

ジャンルで､その土地に固有な文学的伝統を育ん

でいる点である｡

このようにこの円の英語は母語ではないが､社

会､教育､行政､文学の領域で幅広い機能範囲を

有し､しかも､使用者の社会階層が広範に及んで

いることから､確立した変種の根を土壌深 く降ろ

していることになる｡

外国語としての英語に相当するexpandingcir-

cleは､ 中国､ソ連､北欧諸国､日本など世界の

多数の国を包括し､英国の植民地支配という歴史

的要因とは直接関わ りなくできた円である｡それ

ゆえこの円の英語はそれぞれの国内で特別な社会

的地位や機能を有することがなく､専ら国際コミ

ュニケ-ショソの手段や教科 目の1つとして用い

られている｡この使用者数は拡大の一途を辿って

お り､またそれゆえ､英語を国際語として位置づ

けようとするのはこの円の使用者だということに

もなる｡

Kachruの言うこれら3つの円が明確に区分で

きないのも言語的現実である｡例えは､シンガポ

ールの英語は機能拡大の一途にあ り､多くの使用

者にとっては第2言語から母語化あるいは擬似母

語化しつつある｡逆にマレーシアの英語のように､

その使用と機能が縮少しつつあって､将来第 2言

語から外国語に転化する可能性のあるものもある

(Platteta1.,1984:22)oまた､ス リランカのよう

に､英語がその社会的､文化的､経済的重要性を

維持しつつも､一時期その公的地位を失遂し､現

在公用語としての地位を回復しつつある国もある

(Quirketa1.,1985:5)｡さらに､南アフリカやジ

ャマイカといった国を､英語の使用者数と機能か

らみて､即座に第 1の円に分類してよいか否かと

いう問題もある｡このような点を考慮した場合､

母語､第 2言語､外国語といった言語使用の区分

は明確なものではなく､Kachruの言 う同心円は

すべてが実線で措けるものではな く､各境界線は

破線で措 くべきものとみるのがよいであろう｡

この同心円の言語を ｢英語｣という名で括るな

らば､この円には数的､地理的分布と多岐にわた

る使用の結果､種類と機能において実に多様な英

語の変種が内包されていることになる｡そこで次

に､世界における英語の現状をより詳しくみるた



めに､英語の変種を社会言語学的観点から検討し

てみることにしよう｡

2.英語の変種

英語の母語圏と非母語圏における地域的ないし

は､社会階層的な言語変種のことをここでは､英

語の局部形と呼ぶ｡英語の局部形を分析 したもの

にStrevens(1980)があるが､彼は英語の局部形を

DefiningparametersとDirrerentiatingparame-

tersとに分け､前者は英語の局部形を決定し､後

者は局部形をそれぞれに区分する変数であるとし

ている｡

(1)DEFININGPARAMETERS

a.Dialectandaccent

b.Rangeorvarieties

c.Discoursalrules

d.Existenceor̀standard'andnon-standard

rorms

e･Primary-languageandsecondary-language

rorms:(Ll/L2)

r.Foreignlanguage/secondlanguageforms:

(FL/SL)

(2) DIFFERENTIATINGPARAMETERS

a.Statusandusesinthecommunlty

b.Whetherthevehiclefor:

1･publiceducation

2･scienceandtechnology

3･internationalnews,entertainment,

publicity

4.literature

c.Attitudesofthelocalintellectualandeduca

tionalleaders

d.socio-culturalaffinitiesandaversions:

1･geographica1

2.historical

3･socio-political

4.cultural (Strevens,1980:66)

以下Strevensの主張する変数に沿って英語の変

種をみていくことにしよう｡

まず(1a)の方言と発音であるが､方言の差

異は文法 ･語東的なものであるのに対し､発音の

差異は音韻的なものである｡通例､局部方言Xと

Yはそれぞれ発音XとYで話され､発音XとYは

それぞれ局部方言XとYで話される｡また英語に

は､標準英語と呼ばれる､地域や社会階層に局限

されない方言が少なくとも1つあり､それは事実

上様々な発音で話されている｡さらに､発音にも

RPやGeneralAmericanと呼ばれる非地域 ･非

社会階層的発音がある｡従って英語使用者は､(i)

局部方言と局部発音､(ii)標準英語と非局部発音､

dI'D標準英語と局部発音､の組み合わせのうち､少

なくとも1つ以上を用いて話していることになる｡

(1b)に関しては､Strevensはlectalrangeとva-

rietalrangeがあるとしているが､英語により特

徴的なのはlectalrangeであろう｡ これは､通例､

社会階層的言語変種の範囲を示し､acrolect.me-

solect,basilectに区分されるが､英語の場合には､

この区分がポスト･クレオール連続体にも明確に

存在する｡しかし英語のポス ト･クレオール連続

体は流動的なものでもあり､将来脱クレオ-ル化

の過程を経て標準英語に近づくのか､それとも分

化して別の言語になるのかは各クレオール語の置

かれている政治的 ･社会的状況によって異なる｡

例えは､Todd(1974)に よれは､威信語である英

語による義務教育という政策がとられた酉インド

諸島のクレオールは脱クレオール化が最も進んで

いるが､オラソダ語が公用語であるスリナムのス

ラナン語､サラマッカソ語､デュカ語という3つ

の英語クレオールは最も脱クレオール化されてお

らず､英語との間に明確な境界線が存在すると言

う｡

またピジンも流動的なものである｡初歩的な意

思の伝達に用いられる限定ピジンは､例えは朝鮮

戦争のころ生まれた韓国のバンプ一 ･イングリッ

シュのように消滅するものもあれは､例えは多言

語国家によくみられるようにその素材を拡大して

いくものもある(Toad.1974)｡ この拡大 ピジンは､

母語化してクレオールになったとしても､先にみ

たように威信語のあるなしでその後の発展過程に

大きな相違が生じる｡このように限定ピジソから

acrolectの極限にある標準英語までの過程はたえ

ず流動しており､英語の変種か否かの境界線をど

こに引くかという問題は容易に解決できるもので

はないが､ピジン英語であれ､クレオール英語で

あれ､いずれも英語を基盤 としている点で､ここ

では英語の局部形とみなすことにする｡
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次のvarietalrangeには､言語使用域､文体の

フォーマル ･イソフォーマル性､俗語 ･口語 ･卑

語などの適切性の問題が含まれるとし､これら3

つが言語共同体における社会的行動の一部を形

成することから､これ らも英語の局部形を決定

する変数とみなしている｡しかし､言語使用者

が関与する社会的行動の種掛 ま､その人が属し

ている地域､社会的階層によっておのずから限定

される｡そのために､社会的行動の幾つかは常に

特定の地域 ･社会階層的方言と結びつくことにな

り､これら3つの選択の問題は方言の選択の問題

と重複するとみてよいであろう｡

(1C)については､Strevensは談話のルールの細

部において英語の局部形間にかなりの違いがある

としている｡すなわち､発話の力を遂行していく

手順､会話に参加した り会話から言外の意味を選

択した りするためのルール､人を説得させるため

のテクニック､対人との談話を調整するためのメ

カニズムなど､話し手 と聞き手との問で発話行為

を成立させているメカニズムの違いやずれも､英

語の局部形の違いを生むと言うのである｡例えば､

あるイソド人がヒンズー教の導師と思われる人と

話しをする時の英語や､ある日本人が､外国人との

会話中に､自分とは明らかに社会的地位の異なる

日本人が加わった場合に用いようとする英語には､

それぞれの社会の慣用がかなり反映すると言う｡

要するに､談話のルールはある特定の文化におい

て､言語を習得する以前のかなり幼い時期から生

涯にわたって学習されるものなので､英語の局部

形の決定にも文化の違いが大きな意味をもってい

るということになる｡

(1d)に関しては､英語の局部形には標準形と非

標準形があるということである｡Strevensは英語

の標準形の特徴として､(i)それはいかなる発音で

もっても話され､それ と義務的に対をなす発音が

ない､(ii)世界のどの英語使用地域においてもその

文法と語愛には徴少な差異しかみられない､diDそ

れは英語の母語話者によって､自国の子供や外国

人に英語を教える場合の適切なモデルとして広く

認められている､の3つを挙げている｡

ここで注意すべきことは､標準英語はAcad6-

mieFrancaiseとは異なり､言語の純粋性維持の

ために標準化されたものではなく､それゆえ､こ
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の ｢標準｣という言葉は､ ｢義務的に到達すべき

絶対的な基準｣という意味ではないということで

ある｡英語使用地域で標準英語だけを常に使用し

ている話者は極めて少数であるし､その話者の標

準英語もそれぞれの局部に特有な発音 ･語愛 ･表

現が多少湿ったものである｡従ってRichards(19

79:102-103)が言 うように､教養のあるナイジェ

リア人やイソド人の使用する英語は､イギリス英

語やアメリカ英語と違っていても､標準的で受容

され得る話し方であるということになる｡

(1e).(1r)では､英語の局部形にはLlとL2､FL

とSLの区分が可能であることが述べられている｡

Ll/L2の区分は個人に関わ り､FL/SLの区分

はその個人が所属する言語共同体に関わる｡英語

の場合､Ll使用者問よりもL2使用者問により

多様な伝達校能が生じるのがその特徴である｡例

えば､インド亜大陸､酉インド諸島､アフリカの

多くの国々では､英語が､その土地に固有の生活

や文化のパターンを教授 ･維持するための道具と

して､また､文化的､言語的に複数の社会をつな

ぐ懸として､さらには､教育､行政､司法上の統

一性堅持の手段として使用されている(Kachru.

1976)0
FLはそれが教えられる共同体で､共通語や公

用語や教育用語といった特別な地位をもっことが

ないが､SLはその共同体で内在的社会的機能を

有する(Wilkins.1972)｡また､FL/SLの区分は

英語の教授上､重要な意義をもつ｡EFL国家で

は､通例､教育のモデルが母語話者のLl､それ

も標準形であり､極少数の学習者しか高水準に到

達することがないが､ESL国家では､全体的傾

向として､学習者の多くがその地域のコミュニケ

ーションに役立つ程度までは到達する｡

次に英語の局部形をそれぞれに区分する変数を

みていくことにしよう｡まず(2a)に関しては､英

語の各局部形はそれが使用される共同体によって､

その地位と使用範囲が一様でないということであ

る｡例えは､英語が第 2言語であるケベックとナ

イロビを比較した場合､ナイロビよりもケベック

の方が英語使用能力の水準が高いし､その使用範

囲も広い｡しかしナイロビでは､英語が自国の多

文化共同体内だけでなく､対外的にもコミュニケ

ーションの道具として受容されているのに対し､



ケベックの大多数の者にとっては､英語がカナダ

の英語話者による､フラソス語話者に対する支配

の象徴となっており､政治的感情においで惜しみ

の対象となっている｡このように英語使用共同体

には､それぞれの共同体における独自の地位と使

用範囲が存在する｡

(2b)については､一定の用途の手段として用い

られる英語の意義に､L2共同体問で程度の差が

みられるということである｡具体的には､まず､

公教育の手段としての意義が挙げられる｡これは､

L2共同体では英語が大学や中等 ･初等教育の手

段として使用されている場合とそうでない場合が

あるからである｡また､主要な公的講演やセミナ

ーや会議や放送などが､当該地域聴衆の十分なる

関与と理解のもとに､通例英語で行われているか

否かということも問題となる｡次に､行政の手段

としての意義が挙げられる｡戦後独立した国では､

英語が母語でないにしても､それが政治､司法､

官庁､警察などにおける唯一の言語あるいは諸言

語の1つに定められている場合が多いからである｡

第3に､科学技術の手段としての意義が挙げられ

る｡科学技術の伝達や討議に使用される諸言語の

なかでも､英語の使用度は最も高い｡それゆえ世

界の多数の国の科学者問では､科学目的で言語を

使用する場合には英語に切 り替えるという状況が

あるからである｡次に､マスメディア､国際的催

し､宣伝の手段としての意義が挙げられる｡新聞､

ラジオ､テレビ､映画などのマスメディアには､

それぞれの国の言語で発達した産業が存在するが､

同時に､英語による国際的な多極ネットワ-クの

産業も存在するからである｡同様のことは､一定

の国際的催しや広告や市場についても言えよう｡

最後に､文学の手段としての意義が挙げられる｡

英語のL2使用者問では､英文学の専門家による

英語使用以外に､その土地に固有な文学の創造や

批評に英語が使用されている状況があるからであ

るO例えは､ナイジェ1)了やイソドでは､L2使

用者によるL2使用者のための文学が発達してい

る｡このようにL2共同体では､一定の用途の手

段として用いられる英語の意義に較差が存在する｡

(2C)に関しては､英語の局部形は各地域の知

識人や教育者のとる態度によって､その性質が大

きく左右される場合があるということである｡彼

らの態度が一般大衆の態度と衝突したり､食い違

ったりすることもあり得ることは意外と知られて

いない｡例えはフランスでは､フラソス語-の相

当量の英語の借入も含め､英語使用がかなり行わ

れている現実がある｡しかし､フラソス語も国際

語であって科学や文学の手段であること､拡張主

義の政治史をもつため海外にフランス語のLl/L2･

FL/SL変異も存在すること､などから､フラン

スの知識人階級には英語の使用や借入の原則を固

く拒否する態度がある｡このように､知識人や教

育界指導者の態度は英語の局部形にも少なからず

影響を与えるものである｡

(2d)については､英語のL2共同体では英語に

対する親疎性があり､それらは地理的要因､歴史

的要因､さらには社会 ･政治的要田や文化的要因

によって決定されるということである｡まず､地

理的に接近していることが親近感を引き起こす要

因となることは言うまでもない｡しかし､政治的

反感が地理的親近感を凌ぐ場合もあることから､

これは絶対的要因とはなり得ない｡次に､L2共

同体の局部形の大多数は歴史的要因をもつもので

あった｡ところが歴史の道程は巡るものであり､

現在の親近感が過去の憎しみを圧倒する場合もあ

れは､その道もある｡例えは､アフリカの多言語

国家の多くにみられるように､憎しみに満ちてい

たはずである､旧宗主国言語の英語が､同じ国内

のどの言語共同体にも特権を与えないという意味

で､現在では中立言語としての歓迎をうけている

場合もあれは､先にも触れたマレーシアのように､

国語となったマレー語の伸展のために英語の機能

が縮少し､民族間の伝達の手段から､教科 目とし

ての性格を帯びるに至っている場合もある(Le-

ith,1983:212)｡次の社会 ･政治的要因というのは､

L2共同体のとる社会 ･政治上の哲学や選択によ

って､英語の地位や､イギリス英語かアメリカ英

語かといった局部形の選択が決定されるというこ

とである｡この要因に基づく英語の親疎性は､た

とえ隣国どうLであろうと､かなり食い違 うもの

である｡最後の､文化的要因というのは､文化や

宗教上の親疎性によって､道具目的としての英語

に対する需要が決定されるということである｡こ

れは特に､共産圏やイスラムの世界といった､イ

デオロギーが強 く押し出される地域や､主要宗教
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の理念が伝導されつつある地域によくみられるも

のである｡

以上､英語の局部形の分析を通して世界の英語

の現状をみてきたが､ここで観察できることは､

英語がその数的 ･地理的分布､機能､使用範囲､

社会的地位､親疎性において他の言語にはない多

様性を有しているとい うことである｡特に英語

の非母語圏における英語の局部形の多様性は言語

史上類をみないものになる｡ところで､言語は真

空に存在するものではなく､地域や社会階層の生

活と文化に根ざした存在であるために､英語の局

部形の多様性も各地域や社会階層のidentityを反

映していることになり､この点でエスペラント語

やBasicEnglish や NuclearEnglishとも区別

されることになる｡従って世界の英語は､広範な

地域や社会階層に及ぶ多数の者が､それぞれの生

活と文化に基づいた英語の局部形を､国内や国家

間の様々な用途の伝達手段として多様に使用して

いるところにその特徴があることになる｡

Ⅲ ｢国際補助語 としての英語｣ とは何か

l章では世界における英語の使用状況を､母語

･第2言語 ･外国語という伝統的な区分に従って

概観し､それぞれにおける英語の局部形の分析を

通してその多様性をみた｡ ｢国際補助語としての

英語｣の考えも多様な英語の現状認識を出発点と

する｡しかし､英語の多様性は歴史的にはイギリ

ス英語を出発点とするが､この考えはイギリス英

語やアメリカ英語といった母語英語を出発点と捉

えるものではない｡世界における英語の現状を､

我々が 1葦でとった視座とは異なる視座から眺め､

それを出発点とする｡以下､この考えの提唱者で

あるSmith(1983.ト5a.7-llb. 13-2(九)の主張

を､随時解説を加えながらみていくことにしよう｡

Smith(1983a)は､ 国内で母語として使用され

る英語以外の英語を ｢国際補助語としての英語｣

と呼ぶ｡この｢国際補助語としての英語｣のなかの

｢国際｣語というのは､異なる国の人々がお互い

の意思疎通の目的で使用する言語のことであり､

｢補助｣語というのは､ある国の国民が国内での

意思疎通の目的で母語以外に使用する言語を指す｡

従って日本のように､国際語としての英語の使用

には意義があっても､補助語としては意義のない

国もあれば､フィリピンのように､国際語､補助

語のいずれもほぼ同様に意義のある国もある｡す

ると一見､国際語は外国語に､補助語は第2言語

に相当するように思えるが､Smithはそのように

捉えることはせず､むしろ外国語 ･第 2言語とい

う呼び方をかえる時期だと主張する｡しかし､世

界の英語が母語使用の他に､外国語､.第2言語と

して使用されている現実も厳然と存在しており､

｢国際補助語としての英語｣の概念を理解する上

で､これら伝統的な区分との相違を明確にしてお

くことは是非必要である｡この点に閑し､Smith

(1983C:17)は ｢国際補助語としての英語｣と同一

概念でありながら､それをもう一歩明瞭に示した

概念としで Englishasanlnternationallntra-

nationalLanguage'(以下,EIILと略す)を提案

し､これと､第2言語としての英語(以下.′ESLと

略す)及び外国語としての英語(以下,EFLと略

す)との相違を次のように図式化して示している｡
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Figure2

ENGLISH

NativeEnglish
(nativespeakers
talkingtoother
nativespeakersof
thesamecountry)

EnglishasanInternational
lntranationalLanguage(EIIL)

Englishasan
InternationalLanguage

En glishasan
lntranationalLanguage

AmericanEnglish
AustralianEnglish
BritishEnglish
CanadianEnglish
FilipinoEnglish
HongkongEnglish
IndianEnglish
SingaporeanEnglish
etc.

AmericanEnglish AustralianEnglish BritishEnglish
ChineseEnglish FilipinoEnglish HoneKongEnglish
IndianEnglish JapaneseEnglish KoreanEnglish
SingaporeanEnglish ThaiEnglish etc.

(これらの図は音声言語と文字言語の両方を含む)

Figurelは英語を母語英語 (以下､NEと略す)

と非母語英語に分け､さらに非母語英語をESLと

EFLに分ける伝統的な区分を示している｡しかし､

我々が Ⅰ章で用いたこの区分をFigure2と比較し

た場合､FigurelにEnglishforSpeakersofOth-

erLaguages(以下 ESOLと略す)の欄が設けられ

ていることからわかるように､これはNEの存在が

まずあって､次にそれから派生した非母語英語の

存在を認めるといった､英語の拡張史を世界の英

語の使用状況にそのままの形で持ち込んだ認識だ

と言ってもよく､ここで基準となるのは必然的に

NEだということになる｡このことを英語教育の

観点からみるなら､非母語話者の英語使用が母語

話者のそれに一方的に接近することが期待される

が､他方､英語の母語話者は非母語英語に譲歩す

る努力は一斉払う必要がないことになる｡

これに対してFigure2では､まず､NEとEIIL

の欄が設けられている｡EIILの下位分のうち､

EnglishasanlntranationalLanguage(以下､

Intra-Eと略す)はESLの国内的椀能をほは表わす

もの_とみてもよく､ESLの国際的機能はEnglish

asanlntranationalLanguage(以下､Inter-E

と略す)の欄に入れられている｡またIntra-Eの欄

にAmericanEnglish,BritishEnglishなどがあげ

られているが､これはNEではなく､移民や在留

外国人が当地で母語以外に使用する英語のことで

ある｡他方､Inter-Eの欄には非母語英語の他に､

NEも含まれているが､ この点は注目に値する｡

すなわちFigure2では､NEに 2つの場を設ける
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ことによって､1つは同じ国内の他の母語話者と

意思疎通するためのNE､もう1つは異なる国の

英語の母語話者及び非母語話者との国際的な意思

疎通に使用されるNEと､NEにも明確に2つの

機能を認め､後者をInter-Eの1つとしている点

である｡ここに従来のESL/EFLといった区分と

の大きな違いがみられる｡従来のESL/EFLの 区

分では､NEを唯一正統なものとし､それを基準

として非母語英語を眺める見方であったのに対し､

Figure2では母語､非母語を問わず､国際的な目

的で使用されている英語の存在と価値を新たに認

め､この英語も含めた立場で世界の英語を再編成

しようというのである｡そうすれば従来のEFLの

存在理由はなくなり､ESLの国内的機能がIntra-
Eとして位置づけられ､さらにはNEにも新たな

役割が与えられることになる｡これを英語教育の

観点からみれば､英語の母語話者にも､異なる国

の母語話者や非母語話者との意思疎通に使用され

るInter-Eの学習が課せられることになる｡異な

る国のNEは勿論のこと､非母語英語にも耳を傾け､

その特徴を知 り､話者の話す内容を理解しようと

する努力と､自分の話す英語を理解してもらおうと

する努力が母語話者にも求められるのである｡英語

の非母語話者にとって英語の学習 ･習得は抵抗感が

大きく､並ならぬ努力が必要とされるが､これによ

って不公平はかなり是正されることになる｡さらにこ

の区分によって､従来のEFL教育からInter-E教

育へ､ESL教育からIntra-E教育 とInter-E教育

-､さらには母語話者に対するNE教育(国語教

育)からNE教育(国語教育)とInter-E教育-

と､英語教育のあり方が整理された形で方向づけ

られるし､そのための目的と方法がいかにあるべ

きかという問題の解決も容易になるであろう｡こ

のようにEIILの概念は世界の英語の使用状況に新

らしい分析を与え､英語教育の今後のあり方にも

一定の見通しを与えてくれるわけである｡

それでは､世界の英語の使用状況にこのような

分析を与えた場合､EIILの使用と教育に関わる具

体的な特徴はどのようなものになるのだろうか｡

Smith(1983C.15)は次の8つの部門を設け､ESO
Lとの相違を下図のように示している｡

FiguresSOMEDISTINCTlVEFEATURESOFESOLvsEllL
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以下､各部門における示差的特徴を順次みてい

くことにしようoまず､ScopeandDepthofLan-

guageTreatmentであるが､ここでいうScopeと

は トピック､文体､言語使用域の範囲を示し､De-

pthとは読む､書 く､聞く､話すの4技能におけ

る流暢さを意味する｡ここではESOL,EIILともに

あまり差はみられない｡ただしgeneralEnglishに

ついては､EFLの授業よりもESLの授業の方が､

4技能の流暢さが高度に達するし､扱われるトピ

ック､文体､言語使用域もより広範に及ぶ｡これ

は､甘草でみたように､ESLにはEFLにはない内

在的社会的校能があることによるものと思われる｡

また､EIIL環堤では､ESOL環境ほど多様な局部

形を生むことはないが､機能の点においてはその

道になる｡

ではその機能の点に関わる"Officialdom二Pub-

licFunctionについてはどうだろうか｡公的梯能

を表わすこの部門では4つのタイプがそれぞれ独

自の特徴を示している｡まず､EFL環境では英語

は教科 目の1つにすぎないが､ESL環境では授業

のすべてあるいは一部の教授媒体となっているし､

商取引きのためのlinguafrancaにもなっている｡

linguafrancaとしての英語については､Intra-

E環境 とESL環量は同じとみてよい｡ただ､ESL

環境よりもIntTa-E環境の方が､Iinguafrancaに

教養のある局部形が使用されることが多い｡この

ことから､Intra-E環境の方がESL環境よりも､

国内の意思疎通がはか りやすい環境だと言える｡

Inter-E環境の英語の公的機能は､外交､商取引

き､広告､スポーツ､マスコミ､娯楽､旅行のい

ずれをとっても､常に国際的なそれらと関わる｡

例えばASEAN蔵相会議やアジア大会で使用され

る英語､さらには香港で公演中のフィリピンの芸

能人によって使用される英語､日本人観光客とマ

レーシアのみやげ物店の店員との間でかわされる

英語などがそれである｡

次にPurposeofLearningについてみてみようo

EFL環境では､例えば日本のように､英語の学習

が一定の職業-の登龍門になっている場合があっ

た り､英語の学習によって就職の機会が増える場

合もある｡さらに､英語の学習は高等教育(大学

教育)を受ける機会を増大させることにもなる｡

ただし､EFL環境は学習目的が限定されているこ

とから､4技能が高水準に到達することはない｡

他方､ESL環境における英語の学習目的は､国内

的､国際的相互作用に参加できるようになること

であり､当然､英語による意思疎通は高水準に到

達する｡また､Intra-E環境とInter-E環境の学

習目的はESL環境のそれに類似していると言える

が､Intra-E環境は同一国の国民同士の相互作用

に限定されており､Inter-E環境は異なる国の国

民同士の相互作用に限定されているという点で違

いがある｡

StudentPopulationの部門にについては､ESL,

EFL,Intra-Eのいずれを学ぶ学生もすべて英語の

非母語話者であるが､Inter-E環境では母語話者

と非母語話者の両方が学生人口を構成している｡

ここがESL/EFLの区分 と大きく異なる第1の点

であった｡上でもふれたように､商業上の書類か

ら文学作品に至るまで､非母語話者や異なる国の

母語話者が書 く英語を読み､非母語話者の話す英

語をテープで耳にするといった学習が母語話者に

も課せられるのである｡

LanguageModelにおけるモデルとい うのは､

教師のことではなく､いわゆる ｢標準｣例として

教室で使用されるテキス トを意味し､教科書やL

Lのテープがこれに当たる｡従って教師も当然こ

のモデルの影響を受けることになる｡EFL環境で

は確立した局部形が存在しないため､モデルは常

に教養のある母語話者であり､非母語話者はたと

え英語に堪能であっても不適当とみなされる｡他

方､ESL環境のモデルは教養のある母語話者か､

それとも当地局部形の教義のある話者とされる｡

Intra-E環境はESL環境と全く同じであるが､In

ter-E環境では母語話者､非母語話者を問わず､

教養のある英語の話者なら誰でもよいとされる｡

す ると EIIL 環童ではいわゆる英語の ｢標準｣

が低下するのではないかという懸念が生じるかも

知れないが､そのような場合には､教師､学校当

局あるいは共同体の判断のもとに､必要に応 じて

教養のある母語話者 (のテキス ト)を使用すれば

よいわけである｡

LanguageModelと関係がありながら､それと

同じでないのがPerrormanceTargetである｡EFL

環宅における運用能力の程度目標は､教養のある

母語話者の程度に到達することであるが､それは
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まず達成されることはないとみてよい｡教師の側

も生徒がその程度まで到達できるとは考えておら

ず､一応の程度目標と定められているにすぎない｡

これと同様の状況はESL環境についてもみられる

が､ただESL環境の場合は､教養のある､当地局

部形話者の程度が削票とされることがある｡また

Intra-E環境における運用能力の程度目標は､In

tra-Eが同一国内の相互作用にのみ使用されるこ

とから､当地局部形の教義のある話者の程度とさ

れ､母語英語圏-の移民などの場合を除けば､教

養のある母語話者の程度は､Intra-Eの目標とし

ては不適切とされよう｡他方Inter-E環境では､

それぞれの状況に相応しい英語を用いて相互に理

解し合えることが目標となる｡勿論この基本は英

語で理解してもらえることであるが､それだけで

は十分ではない｡聞き手と読み手は話し手と書き

手の発する単語､文､談話の理解が求められると

同時に､状況に相応しい文体と言語使用域も理解

の対象となる｡

Languagelnteractorsは言語による相互作用の

担い手を表わし､StudentPopulationと同様､

ESOLとEIILが著しい示差性を示す部門である｡

EFL環境では､英語は原則的に教科目の1つにす

ぎず､そのモデルも教養のある母語話者(のテキ

スト)とされることから､言語による相互作用は

非母語話者と母語話者の問でなされることになる

(L2く→Ll)｡ ただし､これは実生活上の相互作用

ではなく､英語学習上の相互作用だということに

なる｡ところでSmithは､EFL環境における相互

作用を(L2･→Ll)のみに限定しているが､これに

は若干の疑問が残る｡EFLの公的機能は教科日の

1つにすぎないが､Ⅰ章でも述べたように､英語

が国際コミュニケーションの手段として使用され

ている現実もある｡事実､SmithもPurposeof

Learningの部門でCommunicationを挙げている

が､EFL国家内では学習の場を除いては英語によ

る相互作用が機能し得なかったことから､この

Communicationは国際的なものだとい うことに

なる｡このことから､母語話者とだけでなく､異

なる国の非母語話者との国際的な相互作用(inter

nationalL2←ナL2)も加えられてよいのではない

だろうか｡次のESL環境においても､教養のある

母語話者(のテキス ト)がモデルの1つであるこ
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とから､EFL環境と同様に､非母語話者と母語話

者との相互作用(L2←,Ll)が存在する｡ ところが

ESL環境ではもう1つのモデルが､教養のある､

当地局部形の話者になる場合があることや､1in-

guafrancaとして使用される場合もあることから､

同一国内の非母語話者同士の相互作用(intranati-

onalL2←ナL2)も存在する｡ここでもSmithは相互

作用をこの2種額に限定しているが､ESL環境に

おいても国際的なコミュニケーションの存在が考

えられるわけだから､異なる国の非母語話者との

国際的な相互作用(internationalL2←すL2)も加え

られてよいことになる｡他方､Intra-E環境にお

ける相互作用は､多民族 ･多言語国家にみられる

ように､同一国内の非母語話者同士(intranatio-

nalL2◆→L2)に限定されるが､Inter-E環境の相

互作用はすべて異なる国の話者同士に限られる｡

すなわち､英語を外国語あるいは第 2言語とする

非母語話者と母語話者(L2←ナLl)､異なる国の非母

語話者同士(internationalL2く→L2)､そしてESL/

EFLの区分では示し得なかった､異なる国の母語

話者同士(internationalLl←ナLl)である｡

CulturalEmphasisにおける文化というのは､

テキストで題材として取上げられる文化のことを

指す｡EFL環童では､テキストとなるモデルが教

養のある母語話者であり､それゆえ学習上の相互

作用も母語話者との間でなされることから､取扱

われる文化も母語話者の文化ということになる｡

このことはESL環境にも当てはまるが､ただESL

環境の場合は､英語がlinguafrancaとして使用

される場合もあることから､国内の少数グループ

の文化が題材として扱われることもある｡これに

対してIntra-E環境で扱われる文化は国内の文化

に限られる｡ここでは多文化問の共通語もしくは

中立言語である英語が､各文化の側面を論じる道

具として使用される｡ところがInter-E環境にお

ける文化的重点は､生徒が興味をいだく特定の国

の文化に置かれる｡例えば､タイかマレーシアに

派遣される予定の日本人ビジネスマンのクラスで

はタイかマレーシアの文化に重点が置かれるとい

った具合いである｡しかし目的が明確でない場合

や､生徒が特定の国に興味を示さないような場合

には､異文化の学び方や異文化に対する寛容さの

育成に重点が置かれ､この場合に対象とされる文



化は､近隣諸国の文化か接触の最も多い国の文化

ということになる｡このようにInter-E環境では､

母語英語圏の文化に重点を置く必然性もなければ､

何ら ｢西欧化｣する必要もないのである｡

以上､ESOLとEIILとの比較を個々の点につい

てみてきたわけだが､ここで重要なことは､EIIL

の概念には､従来のNA･ESL･EFLの区分による

記述では遺漏していた､あるいは明示し得なかっ

た英語使用の状況が明示されている点､及びその

ことから今後の英語教育のあり方に一定の方向づ

けがなされる点である｡伝統的な3区分では､多

様な局部形の使用と機能を分頴できた点では大き

な意味があったが､各種局部形の特徴をもちなが

らも､新たな機能を担っている側面､すなわち世

界で国際語として校能している英語の現状が十分

に記述できなかった｡また多様な英語使用状況に

おける英語教育のあり方についても､この3区分

に基づいたあり方の域を出るものではなく､それ

以上の展望も十分に示し得なかった｡しかしIn-

ter-Eの存在を明示的に認めれば､世界における

英語の現状分析に新たな展開が期待できるし､言

語政策を含めた今後の英語教育のあり方にも多大

な示唆が得られることになる｡

ⅠⅤ ｢国際語 としての英語｣ とは何か

ここでは皿章で一定明確になったInter-Eの性

格をもう一歩すすめた形で整理してみよう｡Inter

-Eに多国籍英語の価値を与え､それを全世界の

ものが共有する確立した存在と認めるならは､NE

も非母語英語もInter-Eの各方言とみることがで

きる｡すなわち､アメリカ英語､インド英語､タ

イ英語は､それぞれInter-Eのアメリカ方言､イ

ンド方言､タイ方言というわけである｡これは音

韻論で言う音素と異音の関係と同じで､異音に相

当するアメリカ英語やインド英語やタイ英語とい

った英語の各種局部形が､示差性をもつ抽象的な

総体のInter-Eを構 成 していると考えてよい｡こ

のことと､皿章で一定明確になった事柄とを考え

合わせると､inter-Eの性格を次のように整理す

ることができる｡

(1)Inter-Eの使用目的

Inter-Eの使用目的は多国籍コミュニケ-ショ

ソである｡3 すなわち､異なる国の話者問の商業

上の用件や政治的信念､あるいは文化を表現する

ための手段として､さらには国際的なスポーツ､

娯楽､旅行などを行うための伝達媒体として使用

される｡

(2) Inter-Eの使用者

Inter-Eは異なる国の話者同士で使用される｡

なわち､h)異なる国の母語話者同士､払)母語話者

と非母語話者､そして(C)異なる国の非母語話者同

士､である｡

(3) Inter-Eに使用される言語

Inter-Eはそれを構成するいずれの国の英語で

もよく､その媒体は音声言語と文字言語である｡

NEを中心的存在とする姿勢からあらゆる国の英

語を認める姿勢-の視点移動の意義を､Smith

(1983b:8,quotedinTongue.1974)は､シンガポ

ールの国連代表､T.T.B. Koh氏の次の発言のな

かに求めている｡

"……whenoneisabroad,inabusortrainor

aeroplaneandwhenoneoverhearssomeonespe-

aking,Onecanimmediatelysaythisissome

onefromMalaysiaorSingapore.AndIshould

hopethatwhenI'mspeakingabroadmycount-

rymenwillhavenoproblemrecognlZlngthatI

amaSingaporean."

すなわちInter-Eは､それぞれの所属が確認で

きるアクセソトとそれぞれの地域の表現や語愛を

多少含んだ英語を許容するものであるし､このこ

とはidentity維持の上からも重要だということで

ある｡さらに､このことは非母語英語だけでなく､

NEについても当てはまる｡例えは､アメリカ英

語とイギリス英語のアクセント､表現､語柔の違

いは明白であるし､イギリス英語にも多くの変種

があることはよく知られている｡

(4) Inter-Eの許容基準

Inter-Eはそれを構成するいずれの国の英語で

もよいと(3)で述べたが､これは英語の局部形をす

べて認めるということではない｡Smith(1983b:

8-9)はInter-Eの許容基準として､intelligibili-

ty,grammaticalacceptability.socialapproprl-

atenessの3つを挙げている｡intelligibilityにつ

いては､話者に音韻的に通じる英語を話すことと､

聴者に話者の英語を理解する努力を払 うことを求

めているが､幸いなことに互いに異なる発音に多
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少さらされると両者はすぐにmutualintelligibili

-tyに到達す るとしている｡次のgrammatical

acceptability については､話者が仮に文法的に

受容可能でない文を使用しても容易に理解に至る

場合が多いとしつつも､それには警鐘をならして

いるC,そしてこの受容基準に関してはStrevens

(1980)の指摘を受け入れ､ ｢標準英語はいかなる

アクセソトでもって話されてもよいが､国際英語

はこの標準を下回るものであってはならない｣と

している｡甘草でみたように､Strevensの標準英

語に対する考え方は､母語 ･非母語を問わず標準

英語の多様性と許容性を認めるものであった｡ま

たInter-EのLanguageModelが ｢教養のある英

語｣なら母語話者のものでも､非母語話者のもの

でもよかったことから､Smithは ｢標準英語｣と

｢教養のある英語｣をほぼ同一視していると考え

られる｡従ってInter-Eの文法上の受容基準はr標

準英語｣つまり ｢教養のある英語｣の文法ならい

かなるものでもよいということになる｡最後のso-

cialappropriatenessについては､ユーモアの適

切な使用と理解によって日米経済交渉決裂の危機

を脱した例をあげ､Inter-Eの使用には他のどの

言語とも同様､音韻と文法だけでなく､社会言語

学的適切さも必要だとしている｡

(5) Inter-Eで扱われる文化

Inter-Eはどの文化 とも関わ りをもつ必要のな

い言語である｡ いかなる言語も性格上国際化され

た時点には､いかなる文化からも解放される｡A
SEAN会議でタイの代表がフィリピン代表と英

語で意思疎通を行 う場合､アメリカ人的になる必

要はない｡日本人がマレーシア人との商取引きで

英語を使用する場合､イギリスの生活様式を真似

る必要はない｡中国が国際的な目的で英語の刊行

物を出版する場､イギリス文学の背景は必要ない

というわけである｡Inter-Eは､(1)で述べたよう

に､あくまでも多国籍コミュニケ-ショソの手段

として使用されるのであって､そこに母語英語圏

の文化が介在する余地はない｡ところが言語と文

化は表裏一体をなしており､それらは切 り離して

論じることのできないものだという主張がある｡

勿論これは事実であるし､Ⅰ章でもそのように述

べた｡しかし問題は､それ故英語は､アメリカ文

化かイギT)ス文化かオース トラリア文化かニュー
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ジーラソド文化かカナダ文化と密接に結合したも

のだと断定するところにある｡これらの国にも多

くの文化があり､そのうちのどの文化も英語をそ

れぞれの手段として使用できているという現実が

ある｡この点をSmith(1983b:10)は､言語 と文

化は密接に結合したものであるが､どの言語もあ

る1つの文化と密接に結合したものではなく､それ

故英語を効果的に使用する上で､母語話者を真似

る必要はひたすらない､と指摘している｡

(6) Inter-Eの学習者と学習内容

Inter-Eの学習者は非母話者のみならず､母語

話者も含む｡また母語話者に課せられる学習内容

は異なる国の母語話者の英語のみならず､非母語

話者の英語も理解しようとする努力と､自らの英

語を理解してもらおうとする努力である｡このた

めの効果的方法としてSmith(1983b:9)は､例

えばインドやナイジェリアでみられるような､非

母語話者によって英語で書かれた文学作品､すな

わち"new-literature"を読むことを推めている

が､それに加えて､異文化にまたがる会話でコミ

ュニケ-ショソが成立しなくなる点に対する感覚

を磨き､誤解が生じた場合の対応の仕方を準備す

ることも必要であろう｡さらにSmithは母語話者

の学習内容を､非母語話者や異なる国の母語話者

の英語そのものだけでなく､彼らの英語の ｢使い

方｣にまで拡大する｡アメリカ人は àssertive'■

であ り､日本人は p̀olite'であり､タイ人は s̀hy'

であるからだとしている｡同様のことは非母語話

者の学習内容についても言え､非母語話者も異な

る国の非母語話者の ｢教養のある｣英語のバラエ

ティーの豊かさと､彼らの英語の ｢使い方｣を認

める寛容さを身につけるべきだとしている｡

(7)Inter-E使用上の留意点

Inter-Eを効果的に使用する上で話者と聴者が

留意すべき点を､Smith(1983b:10-ll)は次の

ようにまとめている｡

話 者 用

･スラソグや専門語や比愉的表現は避け､具体例

をできるだけ多 く挙げる｡

･自然なスピードで話す｡

･長いモノログは避けて1文に含める情報を制限

する｡

･初対面の聴者にユーモアを混じえるのは､誤解



をまねく恐れがあるので注意を要する｡

･理解確認の質問を時折 り行い､議論の終 りには

要点をパラフレーズする｡

聴 老 用

･リラックスして平静さと忍耐を保つ｡

･話者の英語が速すぎた り不明瞭な場合には､途

中であっても確認する｡

･自分の理解度を示すことばを時折 り差入れる｡

･話者が表現に困ってもせかさない｡

･単語や文の意味が不明確な場合には､パラフレ

ーズして確認する｡

･話者の非言語行為にも注意する｡

･完全に理解した内容でも要点を確認し､誤解が

生じても解決の方法を至急に探 ぐる努力をする｡

これらは母語話者同士の日常の会話でも重要な

ごとであるが､Inter-E環境では多国籍英語であ

るが故に一層重要だというわけである｡

Ⅴ ｢国際語 としての英語｣の概念評価

Inter-Eの評価は､Inter-E教育を行い､In-

ter-Eを実際に使用するなかで下されるべきもの

である｡その意味で､Inter-E教育 もいまだ行わ

れてお らず､英語が国際語 として使用 されて

いる現実があるにせ よ､それ もSmithのい う

Inter-Eを使用 しているとい う明確な認識も

な く使用 されている現在､Inter-Eは あくま

で も仮説の段階であって､それに実証を抜き

にした評価を下すことは評価を誤まることにつな

がる｡ところが､Inter-Eはあ くまでも国際語と

して機能することを目的として提案されたもので

あった｡また国際語には国際語として必要とされ

る条件がいくつかある｡従ってこの仮説も､国際

語として必要とされる条件に照らして評価を下す

というのなら､これはその限りにおいて評価が可

能になるのではないだろうか｡そこでここでは､

Inter-Eを､国際語 として必要だと思われる条件

の うち､最低限必要だと思われる次の2つに照ら

して評価を行 うことにしよう｡

1.中立性 ･公平性の観点から

国際語あるいは世界の共通語は､どの国や地域

の使用者にとっても､使用上､中立あるいは公平

だと認識されることが必要である｡その意味では､

エスペラント語といった人工言語や､Basic Eng-

lishやNuclearEnglishといった自然語を縮少した

言語が国際語 として最も相応しいことは言 うまで

もない｡しかしこれらの言語には､ある特定の文

法や簡略化された独特の語東をもつといった性質

がある上に､自然語とは異って明確な限界もあり､

国際語としてあらゆるニーズに対応できるかどう

かという点で問題が残る｡だからといって､ある

特定の自然言語を国際語と認めた場合､その中立

性はいかなる理由をもってしても説明できない｡

その点､歴史的偶然によって英語が国際語の最有

力侯補の 1つとなっている現在､その国際的機能

を母語英語から切離し､それを独立した存在(つ

まりInter-E)として認めることによって世界の共

通語にしようとする試みは､たとえそれが非母語

話者にとって外国語であることに変 りはないにし

ても､母語話者にとってもある意味で外国語だと

いう点で､中立化､公平化の理想に一歩近づいた

発想だと言ってよい｡

ところで､Inter-Eが母語話者にとっても外国

語であるということは､非母語話者の立場からす

れば､より積極的な意義をもつ｡この点に関し､

鈴木(1975:223)はInter-Eとほぼ同一概念の ｢イ

ソグリック｣を提唱し､それについて次のように

述べている｡

｢母国語が通用しない情況の下で､外国語を使

わされながら､その外国語をどこまで自分の方に

引きつけ､押え込むことができるかという､一種

の逆説的な矛盾の､力関係のバラソスにおいて成

立するものがイソグリックなのである｡従ってこ

ちらの立場が強 く､相手に与えるものが多けれは

多いほど､外国語はこちらに引寄せられるのだ｡｣

要するにこれは､世界的な拡がりと多様な局部形

をすでに有する英語に､非母語話者が自主的な立

場で選択的に接していく姿勢をとることによって

英語がより身近な存在になるということ､換言す

れば､Inter-Eを非母語話者が積極的に使用する

ことによって､inter-Eと母語英語との実態的､

心理的距離は広まり､その分だけInter-Eの中立

化が促進されるということである｡

このことから､非母語話者にとって意義がある

のは､次の2点においてだと言える｡第一に､こ

れが非母語話者に大きな精神的重要性をもたらす

点である｡非母語話者が､母語英語､例えはイギ
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リス英語をうまく使用できるようになるためには､

結果的に､非母語話者の独自性を様々な部分切捨

てて修正し､自分を英国的な枠に押え込まなけれ

ばならないことを意味する｡仮にその習得に成功

したとしても､結局は借物の域を出ない｡なぜな

ら､イギリス英語の正誤判定権はあくまでもイギ

リス英語の母語話者が所有しているからである｡

つまりこれは､イギリス人の土俵で相撲をとるこ

とであり､非母語話者には､自分の思想や文化を

思う存分表現することができないという不公平感

が残る｡ところがInter-Eの積極的使用はこの不

公平感を完全にではないにしろ､かなりの部分払

拭してくれる｡勿論､非母語話者にとってInter-

Eの使用は､自分の母語使用と比較した場合､先

にも述べたように測 り知れない努力を必要とする｡

しかしInter-Eの積極的使用により､英語の母語

話者も自分の土俵から出る､いや土俵から引きず

り出される点に意義がある｡母語話者にとって､

英語らしくない英語を聞かされ､理解しようと努

力することは喜びでもなければ容易なことでもな

い｡イソド人やアラブの人々の英語は捲舌で分 り

にくいとか､スペイソ語系の人の英語はSとZの

区別がないなどという批判をよく耳にする｡しか

しこれは､これらの人々の使用する英語を､母語

話者の規範性からのみ批判しているからである｡

つまりInter-Eの積極的使用は､正誤判定を下す

唯一基準を母語話者から奪い取ることを意味する｡

なぜなら､Inter-Eは英語にして母語英語に非ざ

る言語であるからである｡

第二の意義として､非母語話者の言語使用に経

済性をもたらす点を挙げることができる｡非母語

話者同士が意思疎通を行 う場合､例えは､イギリ

ス英語を仲介としなければ相互に理解し得ないと

考えるのは不経済である｡仮に日本人が必死に英

国的な発想に支えられた純粋なイギリス英語を習

得しようと､発音や慣用的表現にしてもできる限

り習熟したとしよう｡同様のことを他方タイ人も

目標として努力する｡その結末に､両者がこのイ

ギリス英語の枠組のなかでやっと意思疎通ができ

るというのは実に無駄なことではなかろうか｡こ

れは例えば､ある日本人がタイのある人と会って

話しをしたいと思う時､双方がわざiっざロソドン

に行って､そこではじめて用が足りるというよう
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なものである｡それよりも日本から直接タイに行

く航空便があるわけだし､その方がより経済的で

ある｡この日本とタイを直接結びつける近道､こ

れが日本人とタイ人が､英国的なものを抜きにし

て､直接交流できるInter-Eだと考えることが で

きる｡

このようにInter-Eは､特に非母語話者の積極

的使用によって､ある規範に基づいた ｢統一｣を

それぞれが対等の立場で参加できる ｢連合｣-と

変えていこうとするものであり､国際語の中立化､

公平化を実現していく上で希望のもてる意欲的な

試みであると同時に､各話者のidentityを維持し

ていく上でも有効な手だてとなる｡またInter-E

の積極的使用によって世界の各文化が均質化する

のではなく､むしろ､それによって各文化を伝達

し､文化間の相違を説明する手段が提供される｡

従って､母語話者の生活様式を真似ようとするよう

な非母語話者がなくなることになるし､母語話者も､

有効な英語局部形の存在の認識と､効果的な英語使

用が母語英語とその文化に接近することではないと

の認識を深めることにもなる｡このような意味で､

Inter-Eの提案は､言語と文化のchauvinism を

排し､言語と文化の相対主義を実現する上での画

期的な-提案と受けとめることができる｡

2.inteHgibHityの観点から

多様化､多極化を起してしまった英語が世界の

共通語として機能している側面に照点をあて､そ

れを独立した存在とみなすならば､このInter-E

は規範性が弱まり許容度を大きくせざるを得ない

状態になっているということになる｡国際語であ

るということは､同時に偏狭な純粋性を保ち得な

いというととである｡非母語話者が､自分にとっ

て外側の存在である英語を､借 り着だという意識

をもたず､それを完全に主体的に自信をもって使

用するとき､それは､自ずと､そこに現われてく

る使用者の母語の影響と､彼の個性が横溢した言

語になるからである｡このことは､上で述べたよ

うに､国際語の中立化､公平化､さらにはiden-

tityの維持という点からは重要なことであった｡

ところがこれは当然､Strevensの懸念の(2)にもあ

った､英語による国際的相互理解が維持できるの

かという問題､つまりintelligibilityの問題につ

き当たる｡



この点に関するSmithのガ-ドライソは ｢教養

のある英語｣であり､それであれは母語話者のも

のでも､非母語話者のものでもよく､それはまた

いかなるアクセントでもって話されてもよいとい

うものだった｡事実､SmithandRafiqzad(1983

:49-58)は､アジア11ヶ国出身の ｢教養のある話

者｣ 1,386人を被験者とする､intelligibilityに関

する精練な調査を行い､その結果､教養のある英

語に､音韻と語柔のレベルで多様性があっても､

文法レベルで統一性があるのなら､それはいかな

る英語であっても通じると期待できる､との報告

を行っている｡また､同様の主張は Kachru(19

85:24)にもみられる｡

ところが､ここに問題が2つある｡まず､ ｢教

養のある英語｣と言うが､ここで言う ｢教養のあ

る｣ということの中味は一体何なのかということ

である｡その中味の幅が広けれが広い程､intell-

igibilityの確保は困難になる｡Smithはこの調査

を行うにあたり､ ｢教養のある｣ことの中味を､

Èducatedherereferstoformaleducation,u-

suallyuptoandincludingthetertiarylevel,I

としている｡しかし､教養があるか否かの判断を

公教育の段階を基準にして測ることが可能なので

あろうか｡この点に閑LBoadi(1971:53-54)が､

ガーナでは数年前まで､8年ないし10年の初等教

育を受けた大部分の者が教養のある者だったとの

報告を行っていることからもわかるように､この

基準は時代や地域や社会発展の程度によって左右

される相対的なものであり､その意味でこれは一

定の基準を設定しにくい問題であることは事実で

ある｡しかし一定の基準の設定は､Inter-Eのin

telligibility維持の点からはどうしても避けて通

れない問題であり､この点に関するSmithのもう

一歩踏み込んだ説明がほしかったところである｡

なお､例えば第2次世界大戦後独立した`New

Nation'における基準を考えていくような場合に

は､Plattetal.(1984:164-166)の指摘する次の

3点は考慮に入れる必要があるだろう｡

･その国や地域の英語局部形の発達の程度(連続

体において援能面でどの程度確立したものか)0

･その国や地域の社会的､経済的要因､及び ｢教

養のある｣といわれる者がどこで教育を受けたの

か ｡

･｢教養のある話者｣のなかに母語話者がいるか

否か｡

次に､Smithはこの調査にあたり､ ｢教養のあ

る英語｣がほぼ常に同じ文法を有していることを

前提としているが､はたしてほぼ同一文法の所有

が今後も維持できるのかということである｡なる

ほど､現在の国際舞台では､Smithのいう ｢教義

のある英語｣がそれぞれのアクセソトでもって話

されており､それによってintelligibilityが維持

されているという現実がある｡しかし Trudgill

(1982)の調査にもあるように､母語英語の各標準

形にも､僅かではあるが文法上の差異がある｡ま

してや非母語英語､なかでも英語を基盤とするク

レオール話語については､多様な文法形式が生じ

る｡例えば､英語による義務教育という政策がと

られた西インド諸島のクレオール話語にしても､

その文法は､くだけた話しことばを含めた場合､

イングランド英語のそれとはかなり異なる｡以下

Trudgill(1982:99)の調査に従い､西イソドクレオ

ールの特徴をいくつかみてみよう(カッコ内はイ

ソグラソド英語)0

･文脈や数量詞から明確な場合､名詞の複数標識

の欠如｡例rivebook(̀fivebooks')

･名詞の所有形標識の欠如｡thismanbrother

(̀thisman'sbrother')

･動詞の3人称の-Sの欠如｡Helikeit(̀Heli-

kesit')

･等式型の文と進行相の文における連結詞の欠如｡

Sheverynice(̀Sheisverynice')Hegoingho-

menow(̀Heisgoinghomenow')

･形式的有標受動構文の欠如｡Thatthingusea

lot(̀Thatthingisusedalot')

･動詞の時制標識の欠如｡これに代って副詞を用

いるか､迂言的にdoを用いるか､あるいは他 の

不変化詞(例えは過去時制にbin)を用いるかする｡

Hewalkhomlastnight

Hedidwalkhomelastnight

Hebinwalkhomelastnight)

(̀He･walkedho-

mel早stnight')

･Heiseasytoannoyのような文において､イ

ソグランド英語では主動詞(iseasy)の文法上の主

語(he)は従位動詞(annoy)の意味上の目的語と解

される｡従って､この文はItiseasyforpeople

toannoybim と言い換えることができる｡西イ
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ソドクレオール語や西インド英語では､文法上の

主語が従位動詞の意味上の主語と解釈されること

がある｡従って､上のイソグランド英語の場合と

は意味が全 く異なる､Itiseasyforhimtoann-

oypeopleと言い換えることができることになる｡

･wh-疑問文において､主語一動詞の倒置が生

じないことがある｡Whattimeitis?Whothis

is?

言語はそれぞれの地域に固有な生態学的発展を

するものであり､当然文法もその発展に沿ったも

のとなる｡従って上記西インドクレオール語の文

法上の特徴も､さらに発展をとげて､それが確立

した存在となった場合､それと他の英語局部形と

の文法上の差異は極めて大きなものとなり､場合

によっては別の言語を意識させるものともなり得

る｡そのような状況下で､言語政策により､In-

tra-EのLanguagemodelに当地の教義のある話

者が選ばれた場合､彼 らの英語が確立したこの日

常言語の影響を受ける､あるいはその基軸がやや

日常言語寄 りになることは十分予測できる｡さら

に､Intra-Eとは一線を画すInter-EのLanguage

modelについても､それが教養のある話者ならい

かなる話者でもよかったことから､言語政策上､

Inter-EのLanguagemodelに当地の教義のある

話者が選ばれた場合､当地Inter-Eが､Intra-E

の場合と同様､日常言語の影響を受け､他の各標

準形とはかなり隔たった標準形になることも十分

予測できる｡このようなintelligibilityの低下を

招かぬために､SmithはIntra-Eとhter-Eの両

方のLanguagemodelに教養のある母語話者(の

テキスト)を使用する余地を残していた｡しかも

その選択は当地の言語政策に任されたものであっ

た｡当地の言語政策に選択を任せる態度は､Smi-

thの一貫した主張であ り､その点は評価に値す

るものである｡しかし､例えば1975年のパプ ア

･ニューギニア独立の際の国語選定問題に見られ

たように､国語を独立前の英語にすべきか､当地

で発達したクレオール語にすべきかという問題が

未解決の地域がある｡パプア ･ニューギニアにつ

いては､独立前の英語を公用語として使用してい

るが､今後､クレオール語のNeo-Melanesianが

パプア ･ニューギニアの正式な国語になれは､こ

のことが ｢教義のある英語｣の文法維持の問題に
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関わってくる可能性は大いにあると言える｡この

ように､国家や言語共同体のとる言語政策によっ

て ｢教養のある英語｣の基軸が移動する可能性が

あるだけに､Inter-Eのintelligibilityが今後折 り

にふれ点検される必要にせまられることは十分予

測できよう｡

以上､SmithのInter-Eの思想を､その中立性

･公平性とintelligibilityの両面から論 じてみた｡

国際語というものに求められるものは､その言語

が誰にとっても中立的だと納得されることと､そ

れでいて相互理解が可能であること､という相反

する側面である｡過去においてこの2つの命題を

同時に満たすための努力が幾度か払われてきたが､

いずれもどちらか一方に重点を置いたものになる

か､人工言語の限界にはばまれるかであった｡そ

の意味でSmithのこの両面-の挑戦は､総じて､

妥当性のある試みとみてよいだろう｡特にInter-

Eの中立性 ･公平性に関し､すでに国際語の最有

力候補となっている英語の存在を肯定しながらも､

母語話者の視座をすべての英語使用者の視座に切

替えることによって保証しようとする試みは､人

工言語ではなく自然言語による中立性確保の限界

に､現時点では最大限積極的に挑んだものと言え

る｡また､現在は維持できているが､将来不安定

要素を残す恐れがあると上で指摘した､Inter-E

のintelligibilityに関しても､国際語の中立性 ･

公平性を最大限保証するなかで案出された策であ

ると認められる｡さらに､Inter-Eの中立性 ･公

平性の確保がintelligibilityの維持に不安を残す

恐れがあると指摘した皮肉は国際語のもつ宿命で

あり､望まれるべき国際語は､自然語を用いてこ

の両面の均衡をいかに保っていくかの努力にかか

っていると言ってよい｡その意味で中立性 ･公平

性にやや重点が移行している感のある Smithの

Inter-Eは､今後､intelligibility維持に努力が

払われなければならないわけだが､それはひたす

らInter-E使用者全員の努力にかかっている｡な

ぜなら､Inter-Eはイギ リス英語でもアメリカ英

語でもない､ M̀yEnglish'なのだから｡

Ⅵ おわりに

最後に､ l章で取上げたStrevensの5つの懸念

に対する解決を試みて ｢おあ りに｣にかえること



にす る｡世界の英語を Inter-Eの視座から眺め

れば､strevensの5つの懸念は容易に解決できる｡

この視座から眺めてみると､そもそもStrevensの

懸念が生じるのは､英語の母語話者が自分たちの

英語を唯一の英語だと何の疑問もなく信じ､その

立場から世界の英語を眺めようとしているところ

にその原因があることに気がつく｡以下､彼の懸

念の解決を試みることにしよう｡

(1) 英語変種の受容基準をどうするのか--この

懸念は典型的に母語話者の発想から生じるもので

ある｡英語がこれだけ多様化､多極化しているに

もかかわらず､自分たち母語話者の英語が純粋な

英語だといまだ認識しているところに問題がある｡

この認識は ｢受容｣ということばによく現れてい

る｡もし ｢英語｣ということばを使用するのなら､

例えは､イギリス英語､イソド英語などと認識す

べきであり､そこに英語変種の ｢受容｣基準など

存在しようがない｡

(2) 英語による国際的な相互理解は維持できるの

か･--各局部形の発展次第で将来的にやや不安が

残るが､現時点ではInter-Eの使用で解決できる

ことを先にみた｡

(3) 多様な非母語変種にどのような価値判断を下

すのか---これも(1)と同様の懸念である｡世界

の人々がそれぞれの生活に応じて使用している言

語に､一体どのような言語的価値判断を下すとい

うのだろうか｡ピジソイソグリッシュはピジンイ

ングリッシュ｡クレオールイソグリッシュはクレ

オールイングリッシュである｡

(4) 記述と類型化という学問上の問題をどうする

のか--これも母語英語を基準に記述しようとす

るところに生じる懸念である｡例えは､ ｢イギリ

ス英語の記述｣､ ｢イソド英語の記述｣､ ｢シン

ガポール英語の記述｣を行い､それらを ｢英語｣

という名でくくった場合､類型化が可能になるわ

けである｡また､例えは援能的には､Intra-Eと

Inter-Eの枠組みで記述していくことも可能であ

ろう｡

(5) 英語変種のいくつかは教育的モデルとして適

切か--これもモデルを母語英語に求めるところ

から生じる懸念である｡上でみたように､教育的

モデルの選択は､各言語共同体の判断のもとに､

｢教養のある英語｣を選択すれば良いのであって､

そこに ｢教育的モデルとして適切か｣などという

懸念が介入する余地はない｡日本においても､イ

ギリス英語やアメリカ英語を必要以上に物真似す

れば､日本人としてのidentityを喪失する恐れも

あり､避けた方が賢明である｡今こそ自信をもっ

てニッポン英語を志向すべき時期に来ているし､

そのためには従来の ｢受信型の英語教育｣からr発

信型の英語教育｣-の転換が求められることにな

るだろう｡

(1989.3･30受理 )

く注)

1.鈴木(1975)もSmithと同様の考えを提唱して

いるが,用語上混同を生じるので注意を要する｡鈴

木はSmithの言う｢国際語としての英語｣とほぼ同

一概念を. ｢国際補助語｣あるいは ｢イソグ1)ッgJ

(Englic)と呼んでいる｡

2. この童は､拙稿 〔｢国際語としての英語と英語科

教育｣F中部地区英語教育学会紀要17』(1987)Ⅱ
茸〕に加筆したものである｡
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